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Ⅴ

・容姿、恋愛、スリーサイズ等差別的評価につながる情報

●人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるお

　それのある事項

　・家族の職業、収入、本人の資産等の情報

　・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報

●思想及び信条

　・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書

●労働組合への加入状況

　・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

次の個人情報の収集は原則として認められません

●違反行為をした場合は、職業安定法に基づく行政指導や改善命令等の対象となる

　場合があります。

●改善命令に違反した場合は、罰則（６ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金）が

　科せられる場合もあります。

違反したときは

　労働者の募集を行う者や求人者は、募集や求人の方法（自社のホームページの利
用、求人サイトの利用、ハローワーク等への求人申込み等）を問わず、法及び指針
を遵守して行わなければいけません。
　しかしながら、就職差別を未然に防止し、公正な採用選考を図るためには、この
規定、指針だけを遵守すればよいというものではありません。
　本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項等本人の適性・能力以外のこ
とを採用基準にすること、不適正な募集・応募書類の使用、身元調査等は就職差別
につながるおそれがあるということを十分認識いただき、今後とも、公正な採用選
考システムの確立が図られるよう、さらに積極的な取り組みをお願いします。
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①　募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること。
②　労働者の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることを要件とす
　ること。
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◆https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084289.html

　労働者の募集・採用において年齢によって差別することは、労働政策総合推進
法第９条で一部の例外を除き禁止されています。
　このため、厚生労働省令で定められた例外事由（合理的な理由があって例外
的に年齢制限が認められる場合）に該当するものでなければ年齢制限はできま
せん。
　また、例外的に年齢の上限（65歳未満に限る）を設ける場合には、その理由
を書面や電子媒体により求職者などに提示することが義務づけられています
（高年齢者雇用安定法第20条第１項）。
◆https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

①　募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。
②　募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。
③　採用選考において、能力・資質の有無等を判断する場合にその方法や基準
　について男女で異なる取扱いをすること。
④　募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
⑤　募集・採用に関する情報提供について男女で異なる取扱いをすること。
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【参考１】 面接評定の具体的事例

評定の方法は慎重に検討しよう

　ここで紹介する４つの例が模範的という意味ではありません。各企業で、採用職種に応じて、応募
者の適性・能力を公正に判断するための内容・評定の方法を確立してください。
　なお点数の機械的な合計は、適性・能力を総合的に表していない場合があります。客観的・合理的
と思える方法が、必ずしも総合的評価にならないことがあるのです。この点を特に注意して、各項目
の評点を単純に合計するか、それとも各評点を考慮しながら総合評点を独自に出すか、慎重に検討し
てください。

事例１　
学科試験を面接の中で行っている例

＊学校名と名前を言ってください。
＊当社を希望した動機は何ですか。
＊当社について、知っていることがあれば簡単に説明し
　てください

＊容姿、印象によって左右されるこ
　となく、面接における応答ぶりか
　ら把握する。

＊あなたの隣の席の電話が鳴り出しました。
　隣の人は席をはずしていますが、あなたはどうします
　か。

 （常識問題例の中から適宜質問する）

＊応募書類（統一様式）の「校内外
　の諸活動」欄、「特別活動の記録」
　欄、「本人の長所・推薦事由等」欄
　を参照する。
＊諸活動の質問において思想・信条
　などの話が出た場合は話題を変え
　る。

＊応募書類（統一様式）の「校内外
　の諸活動」欄、「特別活動の記録」
　欄、「本人の長所・推薦事由等」欄
　を参照する。
＊問題が生じた時、あるいは困難に
　出合った時の対応をみるため、関
　連質問を行う。ただし、思想・信
　条につながるような質問にならな
　いよう十分留意する。

＊学校からの調査書が基本であり、
　常識問題だけで知識・学力を判定
　しないよう注意する。
＊大学生等については専攻学科につ
　いて質問する。



─  71  ─

（大学生等） （大学生等）

この企業の特色は、



事例２　
８項目の評定項目を設けている例
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学科



＊受け答えが簡潔明瞭である　＊自信をもって応答する　＊自分の
誤りを素直に認める　＊批判されてもカッとしない　＊相手の意見
はよく聞く　＊形式的、つっけんどんな答え方をしない　＊注意力
が散漫でなく、意識を集中できる　

─  74  ─

事例３　
面接で理解力、判断力、表現力、知識・学力、実行力、動作の６項目を評定し

ている例
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　事務員、販売員の採用にあたっての面接で、会社、販売商品
についての知識など質問がなされた上で、次のような確認、評
価を行っている例があります。仕事の内容や労働条件を確認し
たり、商品への知識や関心度、さらには就業意欲が評価の対象
となっています。

事例４　
面接で確認と評価をしている例



【参考２】 適正な質問内容の事例

★導入質問
　面接に当たり応募者の緊張をほぐすために、応募者が答えやすい身近な問題から質問を始めます。
　いわゆるウォーミングアップの時間としてとらえるものです。
　なお、この場面での不適正質問が非常に多いことにも、十分留意が必要です。不適当な話が出た場

合は話題を変えましょう。

《質問事例１》

①　お待たせしました。どうぞ（いすに）掛けてください。お名前は○○さんですね。
②　早朝からご苦労様でした。今朝は何時頃に起きましたか（寒いのに）大変でしたね。
③　試験の夢などは見ませんでしたか。
④　待っている間、どんなことを考えていましたか。
⑤　筆記試験は難しかったですか。
⑥　応募者が多いのでびっくりしたかもしれませんが、気にしないでのびのびと答えてくださいね。

★本質問①
　応募者の適性・能力を判断するための質問です。
　企業の特質、採用職種などを考慮して決めます。自社をどの程度理解しての応募か、また本人自ら
の力と結びつけて応募したものであるかについて判断します。

《質問事例２》

①　当社の第一印象はどうでしたか。
②　あなたが、当社への就職を希望されたのは、どんな理由からですか。
③　受験に際し、多少当社のことを調べてみましたか。
④　どんな仕事をしてみたいと思いますか。
⑤　当社に対してどんな感じ（イメージ）を持っていますか。

★本質問②
　配置予定の職務に必要な適性の要素を質問し、回答の内容、様子（考え方）から本人の適性及び職
務についての自信などを判断します。

《質問事例３》

①　自分の得意とする学科（科目）は何ですか。
②　自分のセールスポイントはどんなところだと思いますか。
　※応募者のよい面や、隠れている適性を引き出すために、短所や不得意な教科等を質問するのでは
　　なく、性格上の長所や得意な学科等を質問します。
③　初対面の人の顔を覚えるのは早い方ですか。
④　会社や家庭を訪問し、契約を取ったり、品物を販売するような場合、初めての人と話をすること
　になりますが、大丈夫ですか。
⑤　仕事は、立って（座って）することが多くなりますが、大丈夫ですか。
⑥　細かい数字を計算したりすることが多いですが、数字の扱いには自信がありますか。
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⑦　何か特技・資格はお持ちですか。
　※特技・資格がある場合には、種類や取得時期などについて質問をします。
⑧　残業があったりしますが、体力には自信がありますか。
　※専門的職業、技能工の採用の場合には、このほかにその職務についての専門的な質問をします。

★情報交換
　従事する職務の内容、残業の有無、勤務形態、転勤、賃金等労働条件を説明し本人の意思の強さを
判断します。

《質問事例４》

①　一か月に○時間くらい残業がありますがよろしいですか。
②　一か月に○日くらい出張がありますがよろしいですか。
③　県内・県外への営業所へ転勤することがありますが、よろしいですか。
④　３交替勤務で時間が不規則になりますが、通勤のことも考慮に入れて大丈夫ですか。
⑤　当社には寮がありません。（○○町にあります）が、どうされますか。
⑥　こちらからお尋ねすることは以上ですが、何か質問または当社に入社された場合、希望・条件な
　どがありますか。

★結び
　最後に、気持ちを張り続けていた応募者の心を察して、労をねぎらう言葉が欲しいものです。

《質問事例５》

①　いろいろ聞かせていただきありがとうございました。それでは、これで終わります。
②　採否結果は、○日までに連絡します。ご苦労様でした。

★このような質問をしながら、応募生徒の理解力、表現力、行動力等を判断していくことになりま
す。主観的に判断するのではなく、あくまで公正な目で客観的に判断していただきますようお願いし
ます。

◇　情報交換

　　情報交換の場では、従事する職務内容、労働条件などを説明し、応募者から質問、希望などを受
　け、本人の意志の強さを判断します。

◇　結　　び

　　結びでは、気持ちを張り続けている応募者の心を察して、労をねぎらう言葉が欲しいものです。
　　このような質問をしながら応募者の理解力、表現力、行動力等を判断していくことになります
　　が、主観的に判断することなく、あくまで公正な目で客観的に判断することが必要です。

◇　参　　考

　　高等学校では応募・面接終了後に生徒から面接状況の報告を受けています。
　　佐賀県の例を73ページに掲載しています。
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【参考３】

2025



事業主の皆さまへ
～公正な採用選考をめざして～

面接を担当なさる方へのお願い

採用選考時における差別をなくすため、また受験者の人権を守るために

も、以下のようなことは、面接時には聞いてはいけない（アンケート等に書

かせてもいけない）ことになっております。

ご配慮をよろしくお願いします。

× 住所を詳しく聞く。（「○○町のどの辺りですか︖」等を聞くのも不可）

× 家族構成を聞く。（「お父さんがいないのはどうしてですか︖」等を聞くのも不可）

× 家族の職業、勤務先、収入等を聞く。
（「お母さんは専業主婦ですか︖」等を聞くのも不可）

× 尊敬する人物、愛読書等の本来自由であるべき事項を聞く。
（「家では何新聞をとっていますか︖」等を聞くのも不可）

《 不適切な質問に対して 》

「その質問については、学校の指導によりお答えできません。」
と受験生が返答する場合があります。ご了承ください。

☆ 受験生のよい面を引き出し、面接を活性化させるためにも、長所や得意な

教科などを積極的にお尋ねください。

☆ マイナス面を問うことは、受験生を意気消沈させる場合があります。

詳しくは次の冊子をご覧ください。面接の進め方などとても参考になります。

『明るい職場をめざして（従業員採用のマニュアル）』
発行：佐賀労働局職業安定部 ※ 各地の労働局が発行している同様の冊子

佐 賀 県 人 権･同 和 教 育 研 究 協 議 会

佐 賀 県 高 等 学 校 人 権･同 和 教 育 研 究 会

佐賀県高等学校教育研究会進路指導部会

佐賀県私立中学・高等学校人権･同和教育研究会
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佐 賀 県 人 権・同 和 教 育 研 究 協 議 会
佐 賀 県 高 等 学 校 人 権・同和 教 育 研 究 会
佐賀県高等学校教育研究会進路指導部会
佐賀県私立中学・高等学校人権･同和教育研究会
佐 賀 労 働 局 職 業 安 定 部
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佐 賀 県 人 権・同 和 教 育 研 究 協 議 会
佐 賀 県 高 等 学 校 人 権・同和 教 育 研 究 会
佐賀県高等学校教育研究会進路指導部会
佐賀県私立中学・高等学校人権･同和教育研究会
佐 賀 労 働 局 職 業 安 定 部

「あなたの名前をつけたのは誰ですか？」


